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米国の継続出願に関する統計データと継続出願の戦略的な有効活用 
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１．はじめに 

 米国の特許プロセキューションによれば、Final Office Actionに対して講じ得る措置として、

継続出願（"Continuation Application"）をファイルし（MPEP 201.07）、先の出願の明細書等に

記載の範囲内で"new issue"を提起する補正をクレームに対して行い、先の出願日の利益を享受

すると共に、審査官による再度の審査を受けることが可能です。 

 

また、Final Office Actionにおいて許可可能な状態にあるクレームが存在する場合、そのクレ

ームだけを先の出願のクレームとして特許発行させる一方、継続出願をファイルしてその他のク

レームに対して適切な補正をすることも実務上よく行われています。 

 

 継続出願は、その明細書の記載内容が先の出願と同じでなければならず、先の出願がペンディ

ング状態にある限りファイルすることが可能です（先の出願が、特許される前、放棄される前、

あるいは、手続が完了する前であれば、いつでも継続出願をファイルすることが可能）。なお、

継続出願とよく混同される分割出願は、先の出願の限定要求において非選択のクレーム発明の権

利化を図る場合にファイルされる出願です（米国特許法第 121条参照）。 

 

 以下に、米国の継続出願に関する統計データと継続出願の有効活用について説明します。 
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